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令和 8 年 3 月 6 日 

公益社団法人全国学習塾協会 

会長 安藤 大作 

こども性暴力防止法の施行に向けた支援について 

 

公益社団法人全国学習塾協会(以下、当協会)は、令和 8 年 12 月 25 日施行予定の「こども性暴力防止法(日

本版 DBS）」に際し、業界全体の安全性を高めるための包括的な実務支援を開始いたします。提供方針および詳

細は以下の通りです。 

 

1. 当協会からの支援内容について(全 3 点) 

支援内容 正会員 
当協会の会員ではない 

事業者様 
提供時期(予定) 

➀ 対応実務の要点集 

無償 
有償(➀➁セット) 

料金体系表参照 

本通知から順次 

➁ 研修教材一式 2026 年 9 月以降 

➂ 協会独自の認証制度 後日、別途案内 後日、別途案内 2026 年 9 月以降 

※③の詳細は第 7 項をご参照ください。 

 

2.対応実務の要点集 発出趣旨について 

本要点集は、こども家庭庁発出の資料等に示された制度の考え方を踏まえ、学習塾の現場に即して要点を整

理・要約したものとなります。学習塾現場における円滑な対応を支援する趣旨で作成いたしました。正会員の

皆様には本通知より順次無償でお届けいたします。当協会の会員ではない事業者様には、②研修教材一式との

セット(有償・料金体系表参照)にてご提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

▲表紙イメージ                           ▲内容(一部抜粋)                          ▲規程・様式集 
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3.研修教材一式の提供について 

こども性暴力防止法において必須要件となる「研修」について、学習塾の現場で使いやすいよう設計した研

修教材一式を現在制作しております。正会員の皆様には無償でご提供いたします。当協会の会員ではない事業

者様については、①対応実務の要点集とのセット(料金体系表参照)をご購入いただいた方に、2026 年 9 月以

降のリリース次第、ご提供いたします。 

 

・法令趣旨に適合した研修動画 

研修構成要素(予定) ・理解度確認のためのテストと修了証発行システム 

・グループワーク、ケーススタディ用マニュアル 

 

4.提供価格について(①②セット) 

提供価格は、事業規模に応じた公平なご負担となるよう、運営教場数に基づいた料金体系としています。つ

きましては、本支援の活用と併せ、当協会の会員ではない事業者様におかれましては、当協会へのご入会をぜ

ひご検討いただけますと幸いです。 

 提供価格とご入会時費用の比較（税込） 

区分(運営教場数) 
当協会の会員ではない事業者様への 

提供価格 

正会員へのご入会 

(入会金＋年会費) 

第 1 区分 1 教場 64,000 円 54,000 円 

第 2 区分 2～9 教場 79,000 円 66,000 円 

第 3 区分 10～24 教場 108,000 円 90,000 円 

第 4 区分 25～49 教場 180,000 円 150,000 円 

第 5 区分 50～99 教場 320,000 円 270,000 円 

第 6 区分 100 教場以上 460,000 円 390,000 円 

※正会員へのご入会にあたっての入会金は 30,000 円となります。 

 

5.実務相談およびお問い合わせ体制について 

・正会員の皆様：認定申請に向けた準備から実際の運用手順まで、実務全般のご相談に広く対応いたします。 

・会員ではない事業者様：①②セットをご購入いただいた事業者様に限定し、ご相談に対応いたします。 
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6.お申し込みおよび提供方法について(①②セット) 

・正会員の皆様：別途のお申し込み手続きは不要です。当協会にご登録いただいているご連絡先宛てに、要点

集の PDF データ等を事務局より順次送付いたします。 

・会員ではない事業者様：以下の手順にて、当協会ウェブサイトよりお申し込みください。 

お申し込み：当協会ウェブサイトのお問い合わせフォーム（URL：https://jja.or.jp/contact/)にて、項目 

「その他」を選択。内容欄に以下の情報を明記して送信してください。 

・「こども性暴力防止法 要点集＋研修教材一式 購入希望」 

・事業者名(塾名) 

・運営教場数(例：3 教場) 

ご請求・入金：事務局より請求書をメール送付いたします。指定口座へのお振込みをお願いいたします。ご

入金確認後、要点集(PDF)をメール送付いたします。後日リリース予定の研修教材一式につ

きましても、完成次第、同連絡先へ順次送付いたします。 

 

7.協会独自の認証制度 こども安全塾認証制度(仮称)について 

当協会では、こども性暴力防止法への対応の一環として、独自の認証制度「こども安全塾認証制度(仮称）」

の整備を進めております。こども性暴力防止法においては、子どもと接する従業員等が３人未満の事業者は、

認定対象外となります。本認証制度は、そのような事業者様も含め、規模を問わず「高い安全確保措置」を対

外的に証明できる手段(認定事業者には認定マークを付与)として設計いたします。現在、内閣府への申請を準

備中であり、承認後に改めて詳細をご案内いたします。 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

公益社団法人全国学習塾協会 

事務局長 中村 紘二郎 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-39-2 

TEL 03-6915-2293 MAIL info@jja.or.jp 

https://jja.or.jp/contact/
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